
記 入 例

第２号様式 （第４条関係）

事実発生年月日

提出年月日

回　 受理年月日

円 平成　　２５ 年　　　4 月から １　 ２　 ３　④ 　 ５　 ６
平成     26年   　　3月まで ７　 ８　 ９　⑩   11  12

円 平成     26年   　　4月から １　 ２　 ３　④ 　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　⑩   11  12

円 円 平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

円 円 平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

32,936  円 　平成26年　4月　1日改正 33,876円 　平成　　年　　月　　日改正
円

平成　　２５ 年　　　4 月から

平成　　　　年　　　　月まで

円 平成　　　　年　　　　月から

平成　　　　年　　　　月まで

　普通交通機関等と自動車等の併用者 円

平成　　　　年　　　　月から １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６
平成　　　　年　　　　月まで ７　 ８　 ９　10  11  12

　注　運賃等の額に改定があった場合における 「普通交通機関等の認定期間」 の欄の 「平成　　年　　月まで」 は，改定があった月 （定期券の通用期間中であるときは，支給単位期間等に係る最後の月） を記入すること。

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は１箇月当たりの運賃等相当
額と自動車等の額の合計額が55,000円を超えるとき 　５５,０００円×［　　　　箇月］＝　　　　　　　　　　円

１箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の
額の合計額

35，236 円 　平成26年　4月　1日改正 36,176円 　平成　　年　　月　　日改正
　　　　規則第８条の３　　☑第１号　　□第２号　　□第３号

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額　

　　自動車等の額　 2,300 円 ㊞

（条例第１１条第２項第２号の額）（自動車等の使用距離　４．８ 　㎞） 改
正
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関等の名称

利用区間

運賃等相当額 １  箇  月
当  た  り
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相  当 額

普通交通機関等
の認定期間

取扱者
認　印

支　　給　　月
（支給月に○印を付す）
(毎月の場合は省略可）

備　　考

　□　回数券等を使用して利用する交通機関等がある交替制勤務に従事する学校職員等 　　算出式 平成　２５　年　４ 　月　１ 　日

　平均１箇月当たりの通勤所要回数 平成　２５　年　４ 　月　１ 　日
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普通交通機関等
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その他
の   別

運賃等の額の算出基礎

通　　勤　　手　　当　　認　　定　　簿
（その１）

　氏　名　鹿児島　太郎 職員番号　　７８９５４３ 　所　属　　○○○高等学校 平成　２５　年　４ 　月　１ 　日
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